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新型コロナウィルス感染症に対する入所施設における感染拡大防止の徹底に 

ついて（通知） 

 

日頃から本県の障がい福祉施策に各段の御理解と御協力をいただき、厚くお礼申し上げ

ます。 

新型コロナウィルス感染症の対応につきましては、厚生労働省からの事務連絡等を随時

お送りするとともに、４月３日には「新型コロナウィルス感染症に対する社会福祉施設等

における感染拡大防止対策の徹底について（福子総第 1006 号福祉子どもみらい局長通知）」

を発出し、感染の拡大を防止するよう厳正な対応をお願いしてきたところです。 

その後、４月７日に緊急事態宣言が出され、県民に対して外出自粛や商業施設の休業等

をお願いしてきましたが、障害者支援施設等においては、障がい児者の生活を維持するた

め、施設の運営を止めるわけにはいかないものと認識しております。 

現在、各施設においては、面会や外出の制限、利用者・職員のバイタルチェックの実施

等、感染拡大防止対策を徹底していただいていると承知しています。一方で、全国的に感

染者の増加は止まらず、他自治体においては、障害者支援施設や介護施設等において集団

感染が確認されている状況です。 

このような中、各施設では不安と緊張を強く感じていると思いますが、そのような状況

下にあっても、職員の皆さんが強い使命感をもって利用者の支援に尽力されていることに、

改めて感謝の意を表します。 

県としても、マスク・消毒用アルコールの優先供給等、感染拡大に向けた取組を進めて

まいりますが、各施設においても引き続き感染拡大防止対策の徹底をお願いいたします。 

管理者をはじめ職員の皆様におかれましては、絶対に新型コロナウィルス感染症を発生

させない、利用者とその御家族を守るという強い決意をもって、公私にわたり適切な対応

をとっていただくようお願いします。 

 

 

問合せ先 

運営指導グループ 大賀 

電話 045-210-4705 

福祉施設グループ 為田 

電話 045-285-0738 

管理者様 


